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エコマーク「印刷インキ Version2.0」がスタート 
 
既にご高承の通り、昨年 12月 18日より掲記の新類型に関し５年間の認証基準が 
スタートしましたので、その概要につきお知らせします。 
今回の新類型にて特筆すべき点は次の通りです。 
 
〔Ⅰ〕Version2.0 では芳香族成分１％％未満未満をを推奨推奨するする文言文言からから    

（（油分油分をを含含むむ））というというカッコッコカッコカッコ書書書書きがきがきがきが削除削除削除削除されたされたされたされた。。。。    
 
つまり、アロマフリー云々ということは、常温で気化するいわゆるＶＯＣについてのみ

適用されることでベースオイル（石油系基油）は、芳香族１％％ 満未満のの必要必要はないことがはないことが

明確明確になりました。 
 
したがって、印刷インキ製造にベースオイルを使用使用することはすることは、、エコマークエコマーク認定認定のの妨妨げげ

にならないことが明らかになりました。 
 
 
〔Ⅱ〕 
（（１１））    インキインキのの種類種類ごごごとにごとに 剤剤石油系溶剤石油系溶剤（（（（ ルルベースオイルベースオイルとととと ーソーソアロマフリーソルベントアロマフリーソルベントのの

合計）許容上限を定めた上で使用が認められました。    
 
（（２２））    アロマフリーアロマフリーであってもであっても VOCVOC にに変変わりはないのでわりはないので、、、、 ンキンキインキインキのののの種類種類種類種類によってはによってはによってはによっては

ＶＯＣ（ ロマアロマフリー ろであろうが）を３％％以以上使 のはったものは（国際的な全て

の VOC 規制の動きにしたがって）エコマーク対象 というとしないという新新しいしい基準基準

が出来ました。    

 
以 上 


